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520 名の会員が元気に活躍しております 

東海地区から 
母校にエール 

♫ 星霜去りて幾春秋・・・

フレーフレー 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お知らせ 
 
会員名簿の発行について 

平成 18 年度の東海支部会員名簿を取りまとめております。8 月には発行の予定です。支部会費納入済み

の会員に配布されます。 
  なお、住所の変更や新たに転居されてきた方は、同窓会東海支部や近くの幹事に連絡をください。 
  本年度分会費未納の方は、事務局まで納入下さい。（2 年 1 期分 2,000 円） 
               室蘭工業大学東海支部 事務局 豊田市豊栄町 5-168-6 熊谷 具行 
                          郵便振込口座 口座番号 00830-2-46954 

平成18年 7月号

謹告： 

この会報の内容は、個人情報保護の観点から、

会員間の親睦以外の使用・引用を禁止します。 

 
今年は、2 年に 1 度の支部総会の年です。会員の参加のもと平成 18 年 6 月 11 日に開催されました。

会場は例年通り、名古屋市内のサッポロビール浩養園でした。 
遠路同窓会本部から、高橋理事長、二木治郎名誉教授、東京 EEC の平沼会長、山田事務局長の御臨

席を得て、お言葉を賜りました。 
総会の議事進行は会員諸兄のご協力の下、下記の議案を皆様の賛成を得て全て可決いたしました。 
引き続き、ジンギスカンパーティによる懇親会を開催しました。 

記 
1 号議案 平成 16 年度、平成 17 年度事業報告の件 
2 号議案 平成 16 年度、平成 17 年度会計報告の件 
3 号議案 支部役員、幹事改選の件：現役員の再任と新役員案に承認が得られました。 
4 号議案 平成 18 年度、平成 19 年度事業計画の件 
5 号議案 平成 18 年度、平成 19 年度予算計画の件 

 

母校支援のための寄付依頼について 

母校室蘭工業大学においては、国立大学法人組織としての活性化を求めて 

（１）「産学官連携の推進」としての地域共同研究開発センターのリエゾン機能の強化。 

（２）「本学独自の奨学制度の創設（学生支援）」。 

のためのご支援を求めております。 

東海支部としても、会員諸兄のご協力をお願いする次第であります。 

1口3,000円として、詳細は「モ・ルラン」をご覧下さい。 



総会 

高橋理事長はじめ 
ご来賓の方  々

議案説明 
討論 

支部長挨拶 

 写真は拡大して 
ごらん下さい 

二木名誉教授 

平沼会長 

井下支部長 

懇親会 
総会に引き続き、48 名が参加して懇親会が開かれました。 
久しぶりに、女性会員の参加がありました。 
【今月の東海支部報も、飲んで食べています。】 



 

寮歌エール 

写真は拡大して 
ごらん下さい 

（ピンボケごめん） 

恒例 北斗の光 

女性会員も参加 

ジンギスカン食べ放題 



富士製鉄の煙が

懐かしい！ 

測量山 昭和40年 

裏山から明徳寮見る 
（めずらしいカラー写真） 

明徳寮玄関前 昭和43年ころ 

寮祭・赤ふん 昭和51年 

・今この人 

写真は拡大して 
ごらん下さい 

会会員員ななつつかかしし写写真真館館  
東海支部会員の「室蘭時代」と 
現在の様子を連載します。 

今この人・ 

授業料減免 

ダンパ券 



 
室蘭工業大学同窓会東海支部 

支部会則 
 

１． 本会は、室蘭工業大学同窓会東海支部と称する。 
２． 本会は、会員相互の親睦をはかり、知識を交換し

学術並びに技術の向上をはかり、本部との連絡を

密にし母校及び会員の発展に寄与するのを目的と

する。 
３． 本会は室蘭工業大学同窓会会員で、愛知、岐阜お

よび三重の３県内に在住する会員を以って組織す

る。 
４． 本会の事務局は役員会にて定める。 
５． 本会の目的達成のため下記の事業を行なう。 
(１) 本会は２年を１期とし、期ごとに総会を開く。た

だし、役員会が必要と認めたときには臨時総会を

開く事ができる。 
(２) 懇親会は、原則として年１回開催する。但し、総

会開催年は、同日開催とする。 
(３) 本会は２年に１回名簿を発行し、原則として会費

を納めた会員に配布する。また役員会が必要と認

めた場合には贈呈することができる。 
(４) その他本会の目的達成のため適時適当な事業を行

なう。 
６． 本会の事業年度および会計年度は、総会開催年の

４月１日より翌々年３月31日までとする。 
７． 本会の会員は下記により構成する。支部長１名、

副支部長２名、会計監査２名、会計１名幹若干名、

及び顧問若干名。猶本部評議員は支部長及び役

員・幹事・顧問より選任する。 
８． 支部長・副支部長・会計監査は総会において会員

中から互選する。会計・幹事並びに顧問は支部会

員中より支部長が委嘱する。 
９． 支部の役員の任期は２年を原則とし再任を妨げな

い。 
10. 支部長は本会を代表し、支部の会務を統括し、本

部との連絡の責に任じ、会議を召集しその議長と

なる。 
・ 副支部長は支部長を補佐し、支部長が会務に支障あ

るときはこれを代理する。 
・ 会計監査は財務を監査し、２年に１回支部総会に報

告する。 
・ 評議員は本会則第１０条により評議員会に出席する。 
・ 幹事は、本部ならびに会員連絡の中枢となり会務を

分担する。 
11. 本会の経費は、会費・寄付金を以ってこれにあて

る。 
12. 会費は、期 2,000 円とし会員から徴収する。ただ

し、懇親会費などについては、その都度適宜臨時

徴収による。 
13. 本会への寄付金は役員会の決議を以って処理する。 
14. 本会の会計は、総会においてこれを報告する。 
15. 本会則は総会の議決を経なければ変更できない。 
16. 会員は、転居、転任その他の事故にあるときは、

速やかに本部並びに支部事務局に通知するものと

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附則 
この会則は、昭和63年3月20日から、施行。 
改定 
(１) 平成２年７月１２日 
(２) 平成４年６月９日 
(３) 平成６年６月６日 
(４) 平成１２年６月１１日 
(５) 平成１４年６月９日 
 


